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○佐藤孝博生涯スポーツ課長 質問にお答えをい

たします。 

 第３種公認の陸上競技につきましては、水濠

設備は必要ということに規則上なっております。 

○小関勝助議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 私の資料が悪いのか、ネ

ットで何度も検索したんですけども、第３種と

しては、3,000メートル障害用施設、なくても

よい。こういうふうに書いてあるんです。 

 この件に関しましては予算総括でまたお聞き

いたします。以上です。 

○小関勝助議長 ここで昼食のため暫時休憩いた

します。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午前１１時５８分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○小関勝助議長 休憩前に復し、再開いたします。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 なお、午前の答弁において、修正したい旨の

申し出がありますので、許可いたします。 

 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 午前中の蒲生光男議員のご質問

に対しまして、誤りがございましたので、おわ

びをし、訂正させていただきたいと思います。 

 おわびと訂正は、生涯スポーツ課長のほうか

ら答弁いたさせますので、よろしくお願い申し

上げます。 

○小関勝助議長 佐藤孝博生涯スポーツ課長。 

○佐藤孝博生涯スポーツ課長 午前中の蒲生議員

の質問に対しまして、３種公認には障害物競走

設備が必要であるというふうにお答え申し上げ

ましたが、蒲生議員おっしゃいますように、障

害物競走設備につきましては、第３種公認の認

定の条件としてはなくても可というふうになっ

ております。 

 仮に固定障害物がない状態で３種公認認定が

取得できたとしても、３種公認取得により期待

できる高校生以上の大会の開催が困難となって

しまいます。これまで男子のみの競走でありま

したが、女子につきましてもインターハイの競

技種目として2,000メートル障害が平成26年度

より新設されるようでありますので、認定条件

ではございませんけれども、大会運営上は必要

な設備と捉えまして、整備を進めさせていただ

いたものでございます。訂正しておわび申し上

げます。 

○小関勝助議長 それでは、順次ご指名いたしま

す。 

 

 

 安部 隆議員の質問 

 

 

○小関勝助議長 次に、順位３番、議席番号12番、

安部 隆議員。 

  （12番安部 隆議員登壇） 

○１２番 安部 隆議員 ３月定例会に際し、会

派緑風会を代表して質問をいたしますので、簡

潔な答弁をお願いいたします。 

 暑さ寒さというのも彼岸までと言われており

ますが、最近のこの気候は三寒四温というよう

な言葉が似合うような寒さ暑さが繰り返されて

いるようなきょうこのごろでございます。私も

若干風邪ぎみというようなことで、皆さんにお

聞き苦しいかと思いますが、よろしくお願いし

たいというふうに思います。 

 さて、２月に開催されたソチ五輪に出場され

た選手の活躍に一喜一憂し、感動と感激を覚え、

勇気と希望をいただいたと思います。メダルに

輝いた選手、そうでなかった選手に限らず、次

回の大会で日本選手の活躍を心から期待をする

ところでございます。 

 長井市の総合計画が10年ごとに見直され、第
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５次を迎え、これまでの積み上げられた多くの

施策と実績をもとに、市民の要望に応え、市民

生活の向上と長井市の発展に結びつくことを願

い、施政方針にかかわることに触れながら、質

問に移ります。 

 初めに、市営バス運行事業について質問をい

たします。 

 公立置賜病院と西根蔵京線と致芳五十川線

（平野経由線）を結ぶ３路線が市民バスとして、

また、冬期間の３カ月間の運行をしている伊佐

沢住民バスの運行形態であります。 

 この３路線ともかつては民間のバス事業者が

運行していた路線であります。乗降する利用客

の減少によりバス路線が廃止されたところでご

ざいます。廃止された直後、路線を行政がかわ

って運行していればまた変わった状況になって

いたと思いますが、今とは違い、法的規制や財

政的問題があり、代替交通はかなわなかったと

いうふうに思っております。 

 当時、平成９年当時でございますが、議会に

おいても交通対策特別委員会が設置され、交通

対策が論ぜられましたが、財政再建、健全化に

向かっていた状況で、代替交通の確保は容易な

ものではなかった状況下であったと思います。 

 だが、交通手段がないと困ってしまう、病院

の通院や学校への通学など、何とかならないか

というようなことで、廃止された地域の住民の

切実な陳情がなされたと思い出されます。 

 伊佐沢地区ではいち早く伊佐沢地区交通確保

対策協議会を立ち上げ、交通確保に奔走されて

いたと記憶しております。その過程において個

人的に相談されたと思い出しますが、レンタカ

ーで運行ができないのかと聞かれ、運送法的に

はできないと申し上げながら、話し合いの中で

のことですが、今までお願いしていたバス事業

者からは値上げの通知が来ているし、行政から

は補助金の大幅削減が言い渡されている。だが、

冬期間の交通がなければ地域は困ると、何とか

ならないかという趣旨の話でありました。それ

なら陸運支局の指導を仰ぎ、よしとなれば運行

はできるのではと思い、早速陸運支局に当時の

協議会会長並びに役員とともに出向き、お願い

を申し上げたところでございます。幾つかの指

示を受けましたが、理解をいただき、現在の伊

佐沢住民バス運行実現の運びとなったところで

ございます。 

 その後、伊佐沢住民バスに続き、２年後くら

いに西根地区へのバス運行が開始され、これは

路線バス廃止と入れかわりでの代替交通確保で、

車両の購入など助成があり、現在の自家用有償

旅客運送事業として運行されています。 

 両地区とも地域の協力、団結力が強い地域で、

当時の行動に敬服をしているところであります。 

 こうした経過も含め、交通弱者の交通の確保

と、多くの市民の要望でありましたし、市民の

負担は公平であるべきであり、ようやく長井市

の生活交通ネットワーク計画が示されたことは、

市民の皆様においても待望の施策であり、利便

性の向上に向けて運行体制の構築をつくり上げ

るべきと思います。それには、事業運営を適正

かつ合理的なものとし、利用者の需要に的確に

対応したサービスの円滑で確実な提供を促進す

ることにより、輸送の安全を確保し、利用する

市民の利益及び福祉の増進につなげていくべき

と思います。 

 お聞きをいたします。安全な運行管理体制並

びに車両の管理体制が必要不可欠と思いますが、

当局としての考えを市長並びに企画調整課長よ

り伺いたいと思います。 

 次に、②のコミュニティＦＭ整備事業につい

て質問をいたします。 

 昨年度に導入された防災行政無線は、市内全

部に防災情報を一斉に伝えるところまでは行っ

ていないと思います。市長は以前から、防災Ｆ

Ｍ放送やインターネットによる情報伝達を議会

答弁でも答えられていますが、防災情報伝達で
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の位置づけとしては、同報系か移動系のどちら

に位置するのか、このたびのコミュニティＦＭ

はどちらに位置するのか伺いたいと思います。 

 また、全国的には、3.11の東日本大震災後、

防災情報をいち早く住民に知らせる手段として、

防災ＦＭ、コミュニティＦＭなど、急速にふえ、

全国に262局以上の放送局が誕生しています。 

 一方では、経営面で苦戦しているコミュニテ

ィＦＭ局も多く、運営上の課題として指摘され

ております。運営を担っているのは自治体出資

の第三セクターが担っているところが多いのも

事実でございます。 

 さきの総務協議会の説明では、運営は第三セ

クターのＪＡＮが行い、開設に係る設備などハ

ード面の整備は行政が行う公設民営で行うとの

説明を受けましたが、頭をよぎったことは、Ｊ

ＡＮが以前かかわったファクシミリ通信事業で

失敗し、多額の債務が発生し、長井市が債務負

担行為による債務保証し、ＪＡＮが最近まで債

務返済に追われていたことを考えますと、事業

の経営は心配ないのか、後年度における財政支

援が発生しかねる状況に陥らないか、また、白

鷹町、飯豊町の事業への参加の説明でしたが、

両町との協定を取り交わしているのか、市長並

びに企画調整課長に伺います。 

 ③につきまして申し上げます。市営住宅の老

朽化対策についてでございます。 

 これまで建設された長井市営住宅の状況は、

昭和40年度建設された築49年の新谷地橋住宅を

筆頭に、平成２年度建設された築24年の花作Ｂ

棟まで25棟194戸の市営住宅が存在しています。

うち17棟が木造づくり、残りの９棟がＲＣ鉄筋

コンクリートづくりになっています。いずれ建

設されてから24年以上の歳月が経過しています。

住宅の老朽化は著しく、計画的に建てかえを含

めて老朽化対策を進めていかねばならないと思

います。 

 新年度に市営住宅の耐震診断が盛り込まれて

いるようでございます。診断結果を踏まえて対

策に取り組まれるものと思いますが、誰もが安

心して快適に住み続けられる居住環境を整備し、

長井市に住みたい方、若年夫婦の皆さんの生活

支援として、また、人口減少対策につながると

思います。 

 さて、長井市は、庁舎をはじめ多くの公共施

設の老朽化により早急な対策が必要な状況であ

ります。予算の確保も大変な状況であることも

理解をするところでございます。施設整備の緊

急性を含めて、優先順位も考慮しなければなら

ないと理解するところでございますが、こうし

た状況の中で、市営住宅整備が数年先の考えで

あるならば、民間の共同住宅、アパートを借り

入れて、市営住宅入居基準を準用して提供する

考えもあるかと思います。 

 近年の一般住宅や共同住宅の居住環境は、快

適な生活環境への向上性が図られ、キッチン、

バス、トイレ、エアコン、空調設備等、市営住

宅より快適性、安全性は保たれていると思いま

す。 

 市制施行60周年を迎え、さらなる市政発展を

目指す中で、老朽化の市営住宅入居より快適な

住宅施策の提供は、長井市のイメージアップに

つながると思いますが、いかがお考えか、市長

に伺いたいと思います。 

 以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴

ありがとうございました。（拍手） 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 安部議員のご質問にお答えいた

します。 

 まず、１点目の施政方針についての市営バス

運行事業についてでございます。 

 議員からは、安全な運行体制の確立と車両の

管理体制はというご質問でございます。 

 長井市内における公共交通としては、フラワ

ー長井線をはじめＪＲ米坂線や山交バスなどが

走っており、地方都市として一定の環境は整備
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されているものというふうに認識しております。

加えて、市民の皆様の生活の場、生活の足とし

て、市営バスを西根地区、平野地区、致芳地区

を起点とし、中央地区と豊田地区を経由し、公

立置賜総合病院を結ぶ３つの路線を現在運行し

ております。 

 しかし、現在の市営バスの路線は、各地区の

幹線道路を直線的に運行し、集落の隅々までき

め細かく回っていないため、バスを必要とする

多くの高齢者が乗車しづらい状況になっており

ます。 

 また、伊佐沢地区には、議員からもございま

したが、現在は市営バス路線がなく、これまで

は地区の皆様のご尽力により、冬期間、住民バ

スを独自に運行いただいておりました。伊佐沢

地区の皆様には本当に感謝申し上げるところで

ございます。 

 このような状況の中、市民の皆様からは、市

営バス路線の拡大を望む声が多く寄せられてお

りました。これを受けまして、今年度、長井市

地域公共交通確保維持改善計画策定調査事業に

取り組みまして、市民アンケート調査や地区別

説明会、ミニデイサービスでの聞き取りなどを

通じ、現在の市営バス運行体制の見直しを図っ

てきたところでございます。そしてその結果を

有識者や関係団体で構成する長井市地域公共交

通会議、これは会長が遠藤副市長ということで

ございますが、議論いただき、長井市生活交通

ネットワーク計画としてまとめました。ことし

の７月からは、この計画に基づいて市営バス路

線を拡大し、市民の皆様の生活の利便性向上を

図ってまいりたいと考えております。 

 また、安部議員のご指摘のとおり、市民の皆

様に満足いただける市営バスの運行には安全対

策は欠かせないものと認識しております。 

 なお、安全に市営バスを運行させるための管

理体制や車両の管理体制につきましては、担当

課長から答弁いたさせますので、よろしくお願

いいたします。 

 次に、質問の２つ目でございますが、コミュ

ニティＦＭ整備事業についてでございます。 

 まず１点目、防災伝達の位置づけはどうかと

いうことでございますが、災害時の情報伝達手

段としては、災害対策本部を設置する市役所本

庁舎及び各地区の防災拠点となる地区公民館及

び生涯学習プラザに白鷹山を中継局としたＭＣ

Ａ無線を配置するとともに、市役所本庁舎を基

地局とした行政防災無線を広域避難所となる各

小・中学校、高校、長井病院、福祉施設、消防

本部、消防団、市役所各課に配置し、災害時に

おける長井市内の各防災拠点、避難所との情報

伝達に備えております。 

 ２つの無線を導入した経緯につきましては、

防災無線では市内の一部地域で地理的な事情か

ら不感地帯が発生することにより、解消するに

は中継局設置が必要で、整備に多額の経費が必

要となるため、白鷹山を中継局としたＭＣＡ無

線を配置することで、防災拠点の情報伝達の確

保を図っております。また、１系統の無線に頼

ることなく、複数系統を設置することで、市役

所の基地局が損害を受けたときの情報伝達確保

の対策を講じております。 

 災害時における住民の皆様への情報伝達につ

きましては、エリアメールや市ホームページを

利用して情報発信するとともに、広報車による

広報や各地区長様を通じて情報伝達することに

なります。３年前の東日本大震災のときは、電

話が使用できず、広報車による広報とラジオ地

方局の情報伝達放送及び各地区長様を通じて情

報伝達するなど、情報伝達につきましては不十

分であったというふうに認識しております。コ

ミュニティＦＭ局が開局し、今後、緊急放送シ

ステムを整備することにより、災害時情報伝達

や消防庁のＪ－ＡＬＥＲＴと呼ばれる全国瞬時

警報システムで発信される国からの緊急情報を

瞬時にコミュニティＦＭ放送に自動的に割り込



 

―８１― 

む形で住民の皆様にお伝えすることも可能とな

ります。このＪ－ＡＬＥＲＴで伝達される情報

は、水害や地震などの自然災害に加え、弾道ミ

サイル情報等、国民保護に関する情報も含まれ

ます。災害時やＪ－ＡＬＥＲＴ情報発信時に自

動的に電源が入り、コミュニティＦＭ放送を受

信できる防災ラジオを各地区に配置することで、

災害時の情報伝達の確保がさらに図られるもの

と考えております。 

 この防災ラジオは定価が7,000円程度という

ことでございますが、実際はもう少し安くなる

ようでございますが、安価でありますので、整

備手法として有効であると考えます。また、地

域での火災発生情報等、消防防災に関する情報

の発信等も可能となります。東日本大震災発生

後は、被災地において24カ所に臨時災害放送局

が開設され、それぞれの地域の被災情報、避難

所等生活情報、行政情報等を発信しており、情

報伝達には非常に有効な手段であると考えます。 

 また、屋外にスピーカーを設置する同報系防

災行政無線の整備につきましては、山形県内で

11市町村が設置し、庄内地域は全域で整備が進

んでいるものの、普及率が全国最下位で、

31.4％であります。今年度から整備に着手して

いる自治体は３団体、平成26年度から整備を予

定している団体が５自治体ありますが、整備が

進まない要因の一つとして、多額の整備費用を

要するとともに、整備後も高額の運用経費を要

することが上げられます。また、この地域の建

物の屋根がトタン屋根が、銅板ぶきがほとんど

であるために、大雨のときは家屋の中では聞き

取りにくいという点も上げられると考えられま

す。聞くところによりますと、小国町で整備費

用の見積もりをとったところ、約６億円とのこ

とであり、費用対効果を考えると、情報伝達の

手段はできる限り多く確保することが望ましい

ところでありますが、当面はコミュニティＦＭ

を整備することにより、住民の皆様へ災害時の

みならず防災情報や行政情報、一般生活情報を

含めて提供し、同報系通信システムについては、

長井市の財政状況や情報伝達の技術革新の状況

を見ながら検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 安部議員からありました同報系か移動系かと、

コミュニティＦＭ放送の構想はどうかというこ

とでありますが、どちらにも属しないというこ

とだと思っております。 

 なお、同報系については、大きく屋外に鉄塔

みたいな形で立てますので、非常に景観上もい

ろいろ問題があるのではないかなというふうに

私個人としては考えております。 

 続きまして、質問の２点目、事業的経営に心

配がないかということでございますが、このた

びの計画におきましては、送信設備やスタジオ

設備などの高額な準備費用を市が全て負担し、

ＪＡＮはＦＭ局の運営にのみ力を注いでいただ

けるよう考えております。既にお示ししており

ますＪＡＮの収支計画書のとおり、当初のみ必

要となる営業費用等がございますため、初年度

におきましては事業単独で赤字計上されており

ますが、２年目以降につきましては黒字を見込

んでおり、地域情報発信の活性化とともに、Ｊ

ＡＮの経営にも資する事業になるものと考えて

おります。 

 この質問の３点目、白鷹町、飯豊町と協定は

なされているのかということでございますが、

防災コミュニティＦＭにつきましては、長井市

と１市３町の西置賜行政組合の管理者会の中で

何度も協議を重ねてまいりまして、過日も１月

の管理者会で１市３町でこのコミュニティＦＭ

に参加するということについて合意を得ており

ます。これは首長間での合意でありますし、事

前に各市町の担当部署での協議を進めながら図

ってきたところでございます。 

 協定については、分担率も含め、調印という

経過になりますので、これらについてはもう少
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し先に、今後の運営等がはっきりしてきた段階

で分担率も含めて協定を結ぶ必要があるという

ふうに思っておりますが、現在のところ、長井

市がやることに対してぜひ白鷹町、飯豊町、小

国町も参加したいということでの合意でありま

すので、特に協定等については、まだ今の段階

では取り交わす段階に至ってないというふうに

考えているところでございます。 

 次に、大きな３点目の質問でございますが、

市営住宅の老朽化対策について、今後の新築及

び増改築計画はという点でございます。 

 市営住宅の老朽化対策につきましては、平成

24年度に策定した市営住宅等長寿命化計画に基

づき、定期点検により状況を把握し、適切な時

期に予防保全的な修繕や耐久性の向上等を図る

改修を実施することで市営住宅の長寿命化を図

るとともに、建物の老朽化や劣化による事故を

防ぎ、市営住宅の安全性が確保され、新築より

もコスト縮減につながることというふうに考え

ております。 

 また、修繕や改修に当たっては、給湯設備や

住宅地内のバリアフリー化などについても配慮

し、時代に応じた居住性の確保に努めなければ

ならないと思います。 

 今後、約10年間の中で定期点検を行いながら、

社会資本整備総合交付金、これは国土交通省の

事業等を活用して耐震化や修繕、改修を実施し、

長期にわたって安全で安心な市営住宅として利

用できるよう、長寿命化を図ってまいりたいと

思っております。 

 なお、今後、既存の市営住宅の長寿命化の施

策と平成26年度に購入予定の館町南の雇用促進

住宅ながい南宿舎の活用を含め、住宅生活環境

整備の基本方針や重点施策などの計画方針を定

めてまいりたいというふうに考えているところ

でございます。 

 私からは以上です。 

○小関勝助議長 鈴木一則企画調整課長。 

○鈴木一則企画調整課長 それでは、私のほうか

らは、まずは市営バスの運行事業についての中

で、安全な運行体制の確立と車両の管理体制に

ついてご説明をさせていただきます。 

 市営バスは、道路運送法第78条と第79条に規

定される自家用有償旅客運送でございます。安

全に関しては同法施行規則第51条に規定がござ

いますので、現在の長井市営バスについてもこ

れに則した形で安全管理を行っております。 

 市町村運営バスの場合、自治体内に運行管理

の責任者を選任する必要がございます。この運

行管理の責任者の資格の種類は複数ございます。

１つは、道路運送法に基づく国家資格を持った

運行管理者、これは民間のバスやタクシーの事

業者については必要な資格となっております。

ですので、事業用自動車の安全運行を管理する

スペシャリストというふうな部分でございます。

２番目としては、運行管理の実務１年以上の経

験を持つ者、３番目としては、運行管理者基礎

講習を修了した者が上げられます。４つ目とし

て、道路交通法に基づきました安全運転管理者、

これは警察署の管轄になってございます。安全

運転管理者につきましてですが、一定以上の台

数の自家用自動車を保有する事業所におきまし

て選任を受けた者で、安全運転管理者年１回の

講習参加が義務づけられております。運行管理

者、責任者は、この４つの資格のうち最低１つ

に該当することが必要となっております。長井

市では、市営バス及び公用車を含め、４番目に

申し上げました安全運転管理者の有資格者とし

て、総務課長になっていただいております。 

 また、車両整備につきましては、日常点検と

定期点検を的確に行うため、道路運送車両法に

基づく整備管理者の選任等届け出が必要となっ

ております。この資格の要件は２つございまし

て、１つ目は、自動車整備士技能検定に合格し

た者、２つ目は、整備の管理を行おうとする自

動車と同種類の自動車の点検もしくは整備また



 

―８３― 

は整備の管理に関して２年以上の実務経験を有

し、かつ整備管理者選任前研修を修了した者で

あることとなっております。 

 市営バスを運行委託するに当たって、委託先

に運行管理の責任者と整備責任者の有資格者を

選任することが必要になります。市営バスの委

託先でございますタクシー事業者は当然のこと

ながら運行管理者と整備管理者を配置しており

ますし、また、現在運行しております西根バス

運行を委託しております西根地区交通確保対策

協議会におきましても、安全運転管理者、整備

管理者の有資格者がございます。 

 このように、運行業務を委託しているタクシ

ー会社と西根地区交通確保対策協議会には安全

管理につきましても的確に対応していただいて

おります。 

 市営バス運行につきましては、何といっても

安全を最優先に考えなければなりません。７月

から市営バスが新体系に移行する際も、今まで

同様に安全管理体制をきちんと構築し、市民の

皆様が利用しやすい路線にしてまいります。 

 続きまして、コミュニティＦＭの整備事業の

うち、ＪＡＮの収支の計画についてご説明をい

たします。 

 事業収支の見積もりにつきまして、既に議員

の皆様に資料として配付をさせていただいてお

ります。初年度のコミュニティＦＭ事業の収入

については、行政からの放送受託料や民間から

のスポンサー収益などで720万円を見込んでお

ります。支出につきましては、関係機関への初

期会費など、初期費用としての約52万円、初年

度の運用費として約741万円で、合計793万円を

見込んでおり、コミュニティＦＭ事業単独では

約73万円のマイナスの見込みです。そのマイナ

ス部分は既存のプロバイダー事業等の経常利益

で吸収できる見込みで、ＪＡＮ全体として約

342万円のプラスとなる見込みでございます。 

 ２年目以降のコミュニティＦＭ事業単独の収

支はプラスを見込んでございまして、２年目の

平成27年度は約50万円、３年目の平成28年度以

降につきましては約86万円の利益を見込んでお

るところでございます。 

 もう１点、白鷹町、飯豊町の協議に関してで

ございます。 

 これまで西置賜全体の取り組みとして、山形

県と西置賜の１市３町で組織いたします西置賜

課題解決研究会というのがございます。コミュ

ニティＦＭ事業推進について検討をしてまいり

ました。先ほど市長からもございましたように、

首長間の合意を受けまして、現在は長井市、白

鷹町、飯豊町の業務担当者で事業参画について

の具体的な協議を行って、内容を詰めておると

ころでございます。以上でございます。 

○小関勝助議長 浅野敏明まち・住まい整備課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 安部議員のご

質問にお答え申し上げます。 

 私のほうからは、市営住宅等の長寿命化計画

についてご説明申し上げたいと思います。 

 本市が管理する市営住宅は９団地25棟194戸

となっておりますが、新谷地橋団地、清水町団

地、萩団地、下川原団地につきましては耐用年

数を10年以上経過するなど老朽化が進み、既に

募集を行わずに運用している政策空き家の戸数

を考慮しますと169戸となっております。政策

空き家につきましては54戸でございますが、そ

のうち入居者はまだ29戸ございます。 

 長寿命化計画につきまして、今後、市営住宅

につきましては、老朽化が進み、更新時期を迎

えるため、修繕や改修など、効率的に更新し、

市営住宅の需要に的確に対応することが重要な

課題となっております。本計画は、対症療法型

の維持管理から予防保全型の維持管理に転換す

ることによって、市営住宅等の長寿命化、耐久

性の向上や躯体の経年劣化の軽減等でございま

す。長寿命化を図り、事業コストを計画的に縮

減していくことを目的として計画を策定したも
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のでございます。計画期間を10年間としていま

すが、定期点検を実施し、適切な維持管理を行

うことを基本として、社会情勢の変化や進捗状

況、財政状況などに応じ、おおむね５年ごとに

見直しを行う予定でございます。以上です。 

○小関勝助議長 12番、安部 隆議員。 

○１２番 安部 隆議員 それぞれ答弁をいただ

きまして、ありがとうございます。順次再質問

をさせていただきたいと思います。 

 市営バス運行事業というようなことで、市長

並びに課長から、今、答弁、説明をいただきま

した。やはり適正な安全管理、車両管理という

ものは、これは不可欠なんだというふうに思い

ます。今までもそれなりの点検はしてきたのか

なというふうに思っていますけども、なかなか

そういった点検内容というのは我々にも見えま

せんでした。実際、本当に例えば運行管理者が

対面をしながら、乗務員との点呼を通して朝夕

のそういったいろんな交通状況を把握している

のかなというようなこともわかりませんでした

し、私の認識では、ちょうど平成９年当時はバ

ス事業をするにも市町村運営有償運送というの

が当時では第80条というようなことで、やはり

民間がやってた路線が立ち行かなくて撤退して

いくわけだから、そのかわりに行政が入るとい

うことで、ほとんど規制というのはなかったん

ですね、当時は。やはり行政しかもらえない許

可の事業であったわけですけども、18年にその

第80条が第78条、第79条というようなことで法

改正になったと。これの一番要因は、なぜかと

いうようなことになっていくと、行政だけでな

くていろんな福祉団体とか、あとＮＰＯ法人と

かというのが自家用有償行為というようなとこ

ろをしているというようなことで、安全基準が

厳しくなったといいますか、行政としては厳し

くなったんですね。というのは、事業者、一般

バス事業者に合わせていくというふうになった

のかなというふうに思っております。そして、

輸送をする主体は市町村ですから、市町村の長

がこの安全基準を守っていかなきゃならないと。

そのかわりに、市長がみずからというようなこ

とはないですから、そこには運行管理者の体制

というものを構築していかなきゃならないとい

うようなことで、先ほどの課長のとおりに、運

行管理者の資格というものはそれぞれ４つの資

格取得にあるというようなことでございます。 

 これはこれで取得をしながらやっていただい

ておりますけども、やはりその仕事の内容とい

うものは、これは事業主にかわってのことです

から、労務管理も含め、やはり車の管理、そし

て乗務員の管理をしていくというようなことで

ございます。それらについても今まで担当課と

してもそういうようなことはきちっとした把握

をしていたんですか、企画調整課長。その辺ち

ょっとお知らせいただきたいと思います。 

○小関勝助議長 鈴木一則企画調整課長。 

○鈴木一則企画調整課長 西根地区の協議会のほ

うにつきましては、全て委託をしておりますの

で、西根地区のほうではそちらのほうで行って

いただいております。それから、今現在、致芳

バス、平野バスにつきましては、長井市のほう

で直接タクシー会社のほうに委託しているとい

うことで、ここの分につきましては、タクシー

会社の運行管理者のほうと、運転手からの日報

を提出をさせまして、その中で確認をさせてい

ただいているというところでございます。 

○小関勝助議長 12番、安部 隆議員。 

○１２番 安部 隆議員 そういうふうに管理は

されていると。これは管理をしなければならな

いわけですから、それは当然であります。 

 そうなると、民間事業者、先ほど言ったよう

に、致芳のバスですか、やっているタクシー会

社というものは、やはりその運行形態はきちっ

としていますから、これはそれなりのシステム

も、そしてそういうように動いているというふ

うに思います。乗務員の確保も容易にできるわ
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けですね。やはり許可された台数のドライバー

は1.5人が要ると、車台数掛ける1.5というふう

になっているんですね。ですから、１台には必

ず1.5人って、人は半分に切れませんから、２

人というふうなことになっているわけです。で

すから、１つの団体でやっていくというような

ところになると、なかなか経費のかかることで

はないのかなと。やはりそうしたことでなくて、

一般乗用旅客運送事業というんですか、タクシ

ー会社、長井市はタクシーしかありませんから、

そういったところのほうがやはり全体的には心

強く、そういった法的なものも含めてきちっと

したものができるんでないかなというふうに私

は思いますけども、過日の資料の中では、まだ

これからの委託業者もわかりませんから、委託

先の例としては出ております。ですから、今後

また、７月からの運行ということですから、そ

の辺の検討をされると思いますけども、市民に

負担のかかるようなことじゃなくて、やってほ

しいなというふうに思います。そうでないと、

なかなか運行管理というものは年々厳しくなっ

てくるのではないかなと、きのうのニュースで

もあったように、宮城交通の夜行バスですけど

も、こういった事故もあります。そして最近は

乗務員の健康管理ということで、点呼というの

は対面でしなければならないと、そしてその中

では、今まで言われたように、アルコール、そ

れが厳しかったんですけども、最近はやはり対

面にして、顔色を見て、健康状態、そして今は

軽微なもので血圧、脈拍をはかれるバイタルチ

ェックもしているというようなことで、やはり

安全に安全を考慮してやっているのかなと。行

政もやはりそうした高いところの安全を保って

いくべきだなというふうに思いますので、この

辺はそうした事業者のほうが強いんじゃないか

なというふうに思いますが、その辺につきまし

ては、課長、いかがでしょうか。 

○小関勝助議長 鈴木一則企画調整課長。 

○鈴木一則企画調整課長 方針的には、今、安部

委員がおっしゃいましたように、運行事業者の

ほうの、タクシー会社は３社ございますので、

そちらのほうといろいろ意見交換をさせていた

だいております。将来的には全体的な部分でい

うと、今、運行管理に関する、乗務員の管理に

関するさまざまな課題が本当に出てまいります

ので、そういうような部分ではきちっとした仕

様の中できちっとできるような体制をとってい

くというふうにしてまいりたいと思います。 

 なお、７月運行開始という目標に設定してお

りますので、これから、今、議員からお話あり

ましたような関係を精査いたしまして、詰めて

まいりたいというふうに思います。 

○小関勝助議長 12番、安部 隆議員。 

○１２番 安部 隆議員 ぜひそういうようなこ

とで検討していただきたいなというふうに思い

ます。 

 この項について、若干デマンドバスとの運行

比較についてお聞きしますけども、今回市が考

えている市営バスのほうが経費的には確かにか

からないといいますか、少なくなると言われて

います。デマンドバスとの負担の差は516万

2,000円ほどになるというふうになっています

けども、これには初めの３台の車の購入、初期

投資の部分は入っていないわけですね。それで、

この部分は国からの補助だというようなことで

ないと思いますけども、この部分の減価償却を、

1,200万円でしたっけ、車両代、これの減価償

却を考えていけば、これはまだバスとの比較は

詰まるんじゃないかなと、年間240万円ずつ、

減価償却５年とした場合に、多分車は５年くら

いですから、詰まるんじゃないかなというふう

に思います。ですから最終的にはそんなに変わ

りはなくなってくるのかなというふうに思うん

です。いろんな初期投資の部分での、ターミナ

ル化も必要はないし、看板も必要ないと。まし

てや５年後には多分結構ダイヤといいますか、
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路線の計画からいくと、年間３万何がしの距離

が走るよと。そうしますと、車両の更新も必要

になってくると。だがデマンドでは車両の更新

は必要ないよというようなこともありまして、

この辺につきましてもほぼ変わりなくなるんじ

ゃないかなというふうに私は思うんですけども、

その辺のこと一つと、この資料にも載っていま

すけども、近隣の町でもやはり同じようなこと

をやって、最終的にデマンドに移ってきたとい

うようなところは、やはり維持経費といいます

か、維持管理といいますか、こういったところ

が最終的にはあるんじゃないかなというふうに

思いますけども、その辺については事務方とし

ては、課長はどういうふうに思いますか。 

○小関勝助議長 鈴木一則企画調整課長。 

○鈴木一則企画調整課長 お答えいたします。 

 今、議員おっしゃいました関係につきまして

は、今回の調査の中でいろいろと対比をさせて

いただきました。それから、周辺の自治体の中

で、当初、定期バスから、それからデマンドへ

移行したという経過、それからその間の収支な

どにつきましても調査をさせていただいた経過

がございます。長井市の場合の一番の今回の体

系のメリット、考え方の中心となったのが、い

わゆる交通の空白地帯につきましても回らせて

いただいて、さまざまな部分でバス利用を含め

た新しい体系にしようということでございます。

デマンドにつきましては、やはり利用者のほう

の中で地理的な部分とか行政のさまざまな要因

などで、それを手法としてされているところも

ございますけども、長井市の場合は、総合的に

見た場合に、路線バスといいますか、このよう

な新体系のバスのほうが、まずこちらから行っ

ていったほうが市民の皆様の足の確保という部

分では有効ではないかというふうな判断のもと

で、この計画として、システムとして進めさせ

ていただきたいという判断でご説明をさせてい

ただいておるところです。 

○小関勝助議長 12番、安部 隆議員。 

○１２番 安部 隆議員 そのことはある程度理

解しますが、最終的にはこうした事業は市民、

住民に利用していただかなければだめなんじゃ

ないかなというふうに私は思います。先ほど壇

上から説明しましたけども、私も３カ月ですけ

ども、伊佐沢住民バスを運行したときに、２年

くらいで終わるんじゃないかなと、行政も入っ

ていただけるのかなというようなことでしたけ

ども、16年ほど続いたんですけども、その要因

は何だかといえば、地区の方が乗っていただい

たんですね。本当に倍増というようなことです

けども、私がやる前の前のバス会社とは利用数

では倍増だったんです。ですからやはり幾らこ

ういったいろんないいものをつくっても、利用

がないというようなことではだめなのかなとい

うふうに思います。ただ、市長は多分そういっ

たところも考慮しているんじゃないかなという

ふうに私は思いますし、バスを出していただい

て、そしてフリーゾーンで乗れるというような

ことでありますが、ドア・ツー・ドアと、高齢

者にしてみれば、うちの前から乗れるというの

がいいのかなというふうに私は思いますし、玄

関先から乗れる仕組みはデマンドタクシーじゃ

なければこれはできないわけで、運送法、でき

ないんですね。ダイヤを各個人の家まで入れる

ということはできませんから。やはりそういっ

たこともあるのかなというふうに思いますので、

そういったところもなお検討していただきたい

というふうに思います。 

 続きまして、コミュニティＦＭについてちょ

っとお聞きしますが、市長に伺います。市長、

この事業は、やはり防災も絡まりますから、非

常に重要だというふうに思います。そして先ほ

どは同報系でも移動系でもないと、どちらでも

ないと、こう言われていますけども、どちらか

といえば同報系の部類に私は入るのかなという

ふうに思います。ですから、こういった事業を
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始めると、そう簡単に採算とかなんかでやめる

というわけには私はいかないというふうに思う

んです。やはり全国のこうしたコミュニティＦ

Ｍの経営というのは第三セクターが多くて、自

治体からのそうしたいろんな出資金、補助金と

いうものでなければなかなかできないと。スポ

ンサーとコマーシャル料というふうになってい

ますけども、コマーシャルの中でやはり一番は

テレビ、新聞、順番に行きますと新聞、雑誌、

そしてラジオが低いんですね、相当。近年の大

手のラジオ局でもスポンサーが減っているとい

うようなことで、収支見積書をいただきました

けども、ＣＭ放送受託料、それと番組制作者、

スポンサーと、ほぼこの収益の占めるところが

非常に厳しくなるんじゃないかなと。これは収

支見積もりですし、あと事業概要というような

ことで資料をもらってましたけども、事業計画

が示されていない中では私も何とも言えません

けども、どの程度のコマーシャルといいますか、

スポンサーといいますか、そういったところを

見てるんでしょうか。その辺についてお聞かせ

いただきたいというふうに思います。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 安部議員おっしゃるように、こ

れは行政情報を提供しようというのは目的の２

番目で、第１は自然災害等を含めた有事の際に

的確に情報を、災害情報等を市民一人一人の皆

様にお届けできる手段としてはこれにまさるも

のはないだろうということでの導入であります。

したがって、ＪＡＮの収支の内容については、

これはＪＡＮの内部でいろいろ検討された内容

だというふうに思っております。また、行政側

からのほうの委託料といいますか、そういった

ものについては、金額は将来的にもう少し検討

しなきゃいけない部分もあろうかと思います。

ただ、現在の見積もりの状況の中で、ＪＡＮ自

体としても、ＣＭ料、なかなか昨今厳しいと思

います。安部議員おっしゃるとおり。ですから

余り過大に見ないで、ぜひそれらは必要経費と

して、年間数千万円もかかるわけではありませ

んので、そういった意味では、こういった固定

経費として、これはしかるべき金額を見るべき

ものだろうというふうに考えております。 

○小関勝助議長 12番、安部 隆議員。 

○１２番 安部 隆議員 余り時間もございませ

んけども、市長、このコミュニティ放送という

ものは、インターネットで見ますと先進地事例

なり、いろいろございます。やはりつくったか

らこれは潰せないというようなことでなくて、

だから経営が非常に大変だと。さっき市長が言

ったように、広報をメインとして、それに市民

のいろんな情報など、防災機能というようなこ

とで示しているようですけども、やはり先進地、

都会というか、ある程度大きい市でありますと、

このコミュニティＦＭも相当過当競争といいま

すか、競争もしているところなんですね。神奈

川県あたりはほとんどの郡部の市といいますか、

そういったところがコミュニティを持っている

というようなことで、なかなかコミュニティ局

同士でのそうした奪い合いも、スポンサーの奪

い合いもあるというようなことで、競争になっ

ていると。そして今回、長井市もやりますが、

何か新年度予算では南陽市でもこういったこと

を考えていると。そして米沢市は今、テレビ、

そしてＦＭもございますけども、やはりこの地

域においてそんなに３つも４つも必要なのかな

というような感じがしますけども、市の広報を

メーンとするということであれば、これは必要

なところもあるのかなというふうに思いますけ

ども、その辺についてはいかがでしょうか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 昨年の集中豪雨のときに、これ

は実際経験しておりますが、避難勧告を出して

もお伝えする方法がなかなか難しかったと。あ

のぐらい雨降りますと、広報車なんていうのは

とてもとても無理。しかも現地に避難されてい
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る方を救出に行こうと、また情報どうなんだと

いうのも、あのときは幸いに電気も通っており

ましたし、携帯等で何とか連絡をとりましたけ

ども、そういったときに的確な情報をお知らせ

するというのは、議員ありましたように、同報

系の小国町さんで見積もったように６億円もか

けて、なおかつ年間維持費が防災コミュニティ

ＦＭの比じゃないですよね。ですからそこから

見れば、やっぱり長井市の情報をお知らせする

には、残念ながらニューメディア米沢さんには

お願いできないわけですよね。ですからそうい

った意味で独自のそういったものは必ず必要だ

と。しかもいつ起きるかわからないわけです。

想定外ということが多いわけですから。そうい

った意味では、一刻も早くそういった整備が必

要だというふうに考えたところでございます。 

○小関勝助議長 12番、安部 隆議員。 

○１２番 安部 隆議員 やはり防災を兼ねると

いうようなことでは多額な費用もかかる。同報

系を整備するにはかかるよと。それもわかりま

す。きょうの新聞ですけど、米沢市も同報系の

防災無線を２億何千万円というような状況でし

たけども、ああいうふうに至れり尽くせりの市

もあるんですね。テレビはあり、ＦＭはあり、

同報系はありと、こういったことになると思い

ます。長井市もそういったところにめげずにや

っていただきたいというふうに私は思いますよ。 

 あと、ＦＭのキーの第三セクターというのが

非常に全国紙でもトップで扱われました。やは

り地方自治体のそうした要求によりまして第三

セクが事業をしますが、この債務、過剰になり

まして、精算するにも、第三セクター等改革推

進債とかといって、国から借りてできるんです

けども、これがパンクしているよと。つまりは

第三セクターという経営はなかなか難しいんだ

というようなことですので、この辺については

私は、コミュニティＦＭの経営母体となるＪＡ

Ｎのこういった経営についてはもう少し検討し

ながら、若干この事業には少し疑義を持ってい

るところでございますので、今後も何かで質問

をしたいというふうに思います。 

 時間でありますので、以上で終わります。ど

うもありがとうございました。 

 

 

 今泉春江議員の質問 

 

 

○小関勝助議長 次に、政党代表質問を行います。 

 順位４番、議席番号４番、今泉春江議員。 

  （４番今泉春江議員登壇） 

○４番 今泉春江議員 日本共産党の今泉春江で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 今回の３月議会は、国の政治によって市民が

大変困り、打開を求めている問題に市としてど

う対処するかが問われ、また、来年度だけでな

く、今後10年間の市政の大方針を決めるという

議会として、いつもとは違う重要な議会である

と思います。これを踏まえ、私は、共産党とし

て、提案を含め、市長に３つの項目で質問いた

します。 

 まず第１は、市民が今一番困って打開を求め

ている問題は何かということと、その打開につ

いてです。 

 その一つは、４月に迫った消費税の増税問題

です。 

 私たちは、これまで消費税増税に一貫して反

対し、消費税に頼らないでも社会保障も財政再

建もできる道を示して、増税中止を求める運動

をしてきました。これについての市民の声は署

名運動の中で率直に聞かれますが、最近の街頭

署名では、もう決まってしまったからしようが

ないと言いながら我慢し切れず、何とかとめて

もらわないと商売も生きてもいけないなどと中

止署名に署名するなど、とても切迫した気持ち

の署名がふえているのが特徴です。 




